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慮
溝
橋
事
件
に
つ
い
て
の

一
考
察

-
|
|
「
兵
一
名
行
方
不
明
」
問
題
を
め
ぐ
っ
て
1
1

安

井

士
口

t主

じ

め

一
九
三
七
(
昭
和
二

一)
年
七
月
七
日
夜
半
、

|
|
中
園
で
は
一
般
に
七
七
事
嬰
ー
ー
は
、

(
1
〉

北
卒
(
北
京
)
西
南
約
一
五
キ
ロ
の
、
氷
定
河
東
岸
の
龍
王
廟
附
近
で
勃
設
し
た
直
溝
橋
事
件

一
九
=
二
年
九
月
一

八
日
の
柳
僚
湖
事
件
と
と
も
に
日
中
戦
争
史
上
重
大
な
節
目
を
な
す
事
件
で

「
柳
僚
湖
事
件
に
く
ら
べ
る
と
、
慮
溝
橋
事
件
は
解
明
度
が
劣
り
、
こ
ん
に
ち
に
い
た
る
ま
で
新
事
寅
や
新
見
解
の
紹
介
が
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あ
る
。
し
か
し、

あ
と
を
た
た
な
い
。
日
本
と
中
園
と
の
あ
い
だ
に
も
重
要
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
」

(
江
口
圭
-
『
慮
溝
橋
事
件
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

一
九
八
八

年
、
四
頁
〉
。
そ
も
そ
も
、
事
件
護
端
の
二
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
第

一
設
問
題
」
と
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
問
題
か
ら
し
て
、
今

日
な
お
不
明
な
貼
が
少
な
く
な
く
、
論
争
が
継
績
中
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「丘
二
名
行
方
不
明
」
問
題
に
閲
し
て
は
、
曲
家
源
「
論
宜
溝
橋
事
接
的
起
因
」

(
『
山
西
師
大
皐
報
』
一
九
八
七
年
第
二期、

複
印

報
刊
資
料
『
中
園
現
代
史』

一九
八
七
年
第
七
期
所
牧
)
と
洞
富
雄

「
『
丘
二
名
行
方
不
明
』
二
件
|
|
一
九
三
七
年
七
月
の
童
溝
橋
と
上
海

l
l
」

(
「
歴
史
地
理
数
育
』
四
一
九
鋭
、

一九
八
七
年
二
月
)
の
雨
論
文
が
鋭
い
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
こ

の
雨
氏
の
問
題
提
起

を
受
け
と
め
つ
つ
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」
問
題
に
つ
き
、
関
連
資
料
の
批
判
的
検
討
と
論
黙
を
さ
ら
に
一
歩
煮
つ
め
る
作
業
を
進
め
て
み
た



い
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
直
溝
橋
事
件
の
「
解
明
度
」
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

曲
家
源
「
論
董
溝
橋
事
嬰
的
起
因
」
は
、

日
本
の
直
溝
橋
事
件
研
究
に
劃
し
て
詳
細
か
つ
手
巌
し
い
批
剣
を
展
開
し
て
い
る
が
、

そ
の
中

で

事
件
に
閲
す
る
日
本
側
〈
軍
〉
の
公
式
譲
表
が
、

「
兵
一
名
行
方
不
明
」

一
件
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
不
可
思
議
性
を

突
い
て
い
る
。

曲
氏
、
が
、
指
摘
し
て
い
る
の
は
、

一
九
三
七
年
七
月
八
日
午
前
四
時
二

O
分
譲
の
支
那
駐
屯
軍
参
謀
長
か
ら
陸
軍
中
央
宛
の
電

報
と
七
月
二
八
日
の
「
支
那
駐
屯
軍
聾
明
」
〈
今
井
武
夫
『
支
那
事
務
の
回
想
』
み
す
ず
書
房
、

は
、
前
者
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
こ
の
電
報
(
要
旨
〉
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。 一

九
六
四
年
、
三
八
頁
)
の
二
酷
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

「
豊
蓋
駐
屯
部
陵
の
一
部
が
夜
間
演
習
中
、
二
十
二
時
四
十
分
ご
ろ
、
中
園
軍
か
ら
不
法
射
撃
を
受
け
た
の
で
直
ち
に
封
敵
態
勢
を
と

り
、
問
罪
使
を
涯
遣
し
て
事
貫
を
承
認
さ
せ
、
謝
罪
そ
の
他
の
交
渉
を
開
始
さ
せ
た
」
(
防
衛
勝
防
衛
研
修
所
戟
史
室
『
支
那
事
費
陸
軍
作
戦

。
||
昭
和
十
三
年
一
月
ま
で
1
|
|
』
朝
雲
新
聞
位
、
-
九
七
五
年
、
-
五
一
頁
〉

ノ
《
、

こ
れ
が
、
現
地
軍
か
ら
東
京
に
向
け
て
護
せ
ら
れ
た
第
一
報
で
あ
る
。
午
前
四
時
二

O
分
と
は
、
牟
田
口
廉
也
第
一
聯
陵
長
が
、
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一
木
清
直

と
し
て
い
る
の
は
「
不
法
射
撃
」
の
件
だ
け
で
あ
り
、

一
言
も
鯛
れ
て
い
な
い
。
七
月
二
八
日
の

日
本
政
府
、
軍
及
び
新
聞
の
事
件
に
閲
す
る
撃
明
や
報
道
も
こ
れ
と
軌
を

一つ

に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
事
件
報
道
の
第

一
報
と
言
わ
れ
る
七
月
八
日
朝
刊
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
事
件
経
過
を
次
の
よ
う
に
報
じ

「
や
っ
て
よ
ろ
し
い
」
と
事
買
上
の
攻
撃
命
令
を
費
し
た
時
刻
で
あ
る
。
曲
氏
の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
電
報
が
問
題

「
兵
一
名
行
方
不
明
」

一
件
に
つ
い
て
は
、

第
三
大
隊
長
に
劃
し
て
、

「
支
那
駐
屯
軍
整
明
」
も
こ
の
黙
で
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
、

て
い
る
。
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「
〔
北
卒
特
電
八
日
護
〕
八
日
午
前
零
時
頃
我
が
駐
屯
部
陵
が
北
卒
郊
外
車
溝
橋
附
近
に
お
い
て
夜
間
演
習
中
麓
溝
橋
駐
屯
の
第
二
十
九

軍
第
三
十
七
師
(
師
長
官
同
治
安
氏
)
に
属
す
る
二
百
十
九
圏
の

一
部
が
不
法
に
も
数
十
震
の
射
撃
を
加
へ
た
与
め
我
軍
は
直
ち
に
豊
蓋
駐
屯
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部
隊
に
急
報
し
て
出
動
を
求
め
支
那
軍
に
射
し
包
園
陸
勢
を
と
り
封
崎
、
我
箪
は
支
那
側
の
不
法
行
痛
に
射
し
巌
重
謝
罪
を
要
求
し
た
と

こ
ろ
午
前
四
時
二
十
分
頃
支
那
側
は
再
び
不
法
射
撃
を
行
ひ
た
る
た
め
我
軍
も
遂
に
火
蓋
を
切
り
整
方
機
関
銃
迫
撃
砲
を
も
っ
て
交
戦
銃

砲
聾
は
暁
の
空
を
破
っ
て
造
か
北
卒
域
内
ま
で
停
は
っ
た
が
、
遂
に
支
那
軍
を
撃
退
し
龍
王
廟
を
占
援
し
た
、
藍
溝
橋
の
支
那
部
陵
に
封

し
て
は
目
下
武
装
解
除
中
で
あ
る
」

こ
こ
で
も
「
不
法
に
も
敢
十
震
の
射
撃
」
と
い
う
貼
を
強
調
す
る
の
み
で
、
「
丘
二
名
行
方
不
明
」

次
に
、
事
件
の
嘗
事
者
、
第
八
中
隊
長
清
水
筒
郎
大
尉
の

「
陣
中
手
記
」
を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
『
新
愛
知
』

・
『
園
民
新
聞
』
の
佃
隆
之

特
波
員
が
、
七
月
二
三
日
、
清
水
か
ら
「
そ
の
利
那
の
模
様
を
聴
」
き
、
併
せ
て
入
手
し
た
も
の
と
い
う
。

「
(
七
月
七
日
)
夜
間
演
習
の
た
め
午
後
六
時
屯
営
出
護
、
車
溝
橋
北
側
龍
王
廟
附
近
よ
り
一
文
字
山
方
向
に
射
し
夜
間
攻
撃
演
習
を
賓
施

し
、
午
後
十
時
三
十
分
頃
演
習
を
打
切
り
附
近
に
露
営
し
、

一
件
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

翌
朝
(
八
日
朝
)
繋
明
攻
撃
演
習
を
賓
施
す
ベ
く
部
隊
の
集
結
中
、
午
後
十
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一
時
や
L
過
ぎ
、
査
溝
橋
の
方
向
に
合
国
ら
し
き
電
燈
を
認
む
る
と
同
時
に
附
近
に
あ
り
し
『
ト
ー
チ
カ
』
附
近
よ
り
連
績
十
数
裂
の
小

銃
射
懲
を
受
け
た
り
。

O
陵
長
は
直
ち
に
曹
長
岩
谷
兵
治
に
丘
二
を
附
し
、
乗
馬
に
て
右
報
告
を
O
陵
長
に
報
告
せ
し
め
、
部
陵
は
地
形
を
利
用
し
て
集
結
し
、

後
、
命
を
待
つ
L
あ
り
し
が
、
一
時
同
地
を
撤
退
す
る
を
有
利
と
判
断
し
豊
蓋
に
向
ひ
撤
退
せ
り
。

西
五
里
庖
東
側
に
到
る
や
部
陵
主
力
と
合
し
部
陵
長
の
指
揮
下
に
入
る
。

(
七
月
八
日
)
部
陵
は
瞭
然
麗
溝
橋
城
を
攻
撃
す
ベ
く
、
主
力
を
一
文
字
山
に
集
結
し
、
我
隊
は
部
隊
主
力
よ
り
分
進
し
て
龍
王
廟
東
北

方
約
四

O
O米
並
木
の
線
よ
り
前
進
し
、
龍
王
廟
堤
防
上
に
占
援
せ
り
、
午
前
五
時
十
分
頃
部
隊
命
令
に
よ
り
我
除
は
極
力
敵
に
近
接
す

堤
防
上
『
ト
ー
チ
カ
』
に
あ
り
し
敵
よ
り
射
濯
を
受
く
る
に
至
れ
り
(
時
正

に
午
前
五
時
三
十
分
な
り
き
)
爾
後
の
攻
撃
の
準
備
せ
ん
た
め
大
瓦
窪
に
撤
退
す
(
後
略
)
」

支
那
事
祭
殿
史
』
皇
徳
奉
賛
舎
、
一
九
三
七
年
-
二
月
、

ベ
く
命
を
受
け
た
る
た
め
、
直
ち
に
前
進
せ
ん
と
す
る
や
、

(
「
偉
丈
夫
が
綴
る
。
講
座
溝
橋
事
件
。
」
、

新
聞
タ
イ
ム

ス
枇
編
『
各
社
特
汲
員
決
死
の
筆
陣

二
七
J
-
八
頁
〉



こ
の
清
水
「
陣
中
手
記
」
も
叉
、

「
小
銃
射
撃
」
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
み
で
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
に
つ
い
て
は
黙
し
た
ま
ま

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
地
か
ら
の
陸
軍
中
央
宛
第
一
報
を
初
め
と
し
て
、
事
件
直
後
の
日
本
側
の
諸
文
献
は
、
事
件
の
護
端
の
説
明
と
し
て
は

一
件
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
完
全
に
ド
ロ
ヅ
プ
さ
せ
て
い
た
。

「
不
法
射
撃
」
を
あ
げ
る
の
み
で
、

一
該
「
行
方
不
明
兵
」
志
村
菊
次
郎
二
等
兵
の
「
護
見
」
(
あ
る
い
は
「
婦
像
」
)
に
閲
す
る
記
述
な
ど
ど
こ
を
探
し
て
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

「
兵
一
名
行
方
不
明
」

し
た
が
っ
て
、
嘗

と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
、
支
那
駐
屯
軍
の
「
戦
闘
詳
報
」
及
び
陸
軍
北
卒
特
務
機
関
の
「
業
務
日
誌
」
に
は
、
宜
溝
橋
事
件
護
端
の
経
過

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
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説
明
の
中
で
、
「
不
法
射
撃
」
と
並
ん
で
「
兵
一
名
行
方
不
明
」

事
件
と
し
て
は
「
不
法
射
撃
」
よ
り
も
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
の
方
を
よ
り
重
大
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、

次
の
五
種
の
基
礎
的
文
献
に
つ
い
て
、
こ
の
黙
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
文
献
名
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

①
「
北
卒
陸
軍
機
関
業
務
日
誌
昭
和
十
二
年
七
月
八
日
至
同
年
七
月
一
二
十
一
日
」
(
『
現
代
史
資
料
鈴

二
年
、
以
下
『
特
務
日
誌
』
〉

一
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
支
那
駐
屯
軍
の
指
導
者
た
ち
の
多
く
は
、

太
卒
洋
戦
争
4
』
み
す
ず
書
房
、

九
七

②
長
津
連
治
編
『
麓
溝
橋
に
於
け
る
支
那
駐
屯
歩
兵
第
一
聯
隊
第
三
大
隊
戦
闘
詳
報
』

③
「
壷
溝
橋
附
近
戦
闘
詳
報
自
昭
和
十
二
年
七
月
八
日
至
昭
和
十
二
年
七
月
九
日

(
一
九
七
O
年
、
以
下
『
大
隊
詳
報
』
)

支
那
駐
屯
軍
歩
兵
第
一
聯
隊
」
(
『
現
代
史
資
料
ロ

日

中
戦
争
4
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
五
年
、
以
下
『
聯
隊
詳
報
』
〉
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④
「
車
溝
橋
事
件
一
週
年
回
顧
座
談
禽
」

1
J
m
〈
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
年
六
月
二
八
日

t
七
月
八
日
、
以
下
『
朝
日
座
談
曾
』
〉

(
2〉

⑤
「
清
水
節
郎
氏
の
手
記
」

〈
秦
郁
彦
『
日
中
戟
争
史
』
河
出
書
房
新
位
、

一
九
六
一
年
、
以
下
『
清
水
手
記
』
)
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「
丘
二
名
行
方
不
明
」
の
護
生
か
ら

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
が
、
北
卒
特
務
機
関
に
遁
報
さ
れ
る
ま
で
を
時
聞
を
追
っ
て
整
理
し

て
お
き
た
い
。

〔
七
月
七
日
〕

O
二
二
時
三

O
分
頃

支
那
駐
屯
歩
兵
第
一
聯
隊
第
三
大
陸
第
八
中
隊
(
長

清
水
節
郎
大
尉
、

ご
ニ
}
立
名
)
は
演
習
を
一
時
中
断
し
た
時
、
ま
ず

龍
王
廟
方
面
か
ら
、
績
い
て
直
溝
橋
減
の
方
向
よ
り
「
不
法
射
撃
」
を
受
け
た
。
部
隊
を
集
結
し
て
貼
呼
を
取
っ
た
と
こ
ろ
「
丘
二
名
不
在
ナ

ル
ヲ
知
リ
断
然
膚
徴
ス
ル

ニ
決
シ
慮
戦
ノ
準
備
」
(
『
大
隊
詳
報
』
、
一
四
頁
、

詳
報
」
は
、
「
兵

一
名
不
在
」
を
「
麿
懲
」

の
動
機
と
し
て
い
る
が
、

〈
一
六
五
頁
)
っ
た
と
し
て
い
る
。

『
聯
隊
詳
報
』
、
三
四
一
頁
)
に
と
り
か
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
戦
闘

を
整
え
つ
つ
あ
」

『
清
水
手
記
』
は
、

『
清
水
手
記
』
は
「
丘
二
名
行
方
不
明
」

「
射
撃
」
を
受
け
た
段
階
で
早
く
も
「
陸
戦
準
備

の
こ
と
も
書
い
て
は
い
る
(
「
陣
中
手
記
」
に
は

工
、
‘
っ
こ

J
:
、

T
カ

T
L
カ

「
射
撃
」
を
受
け
た
こ
と
を
「
陸
戦
準
備
」
の
第
一
の
原
因
と
し
、

『
戦
闘
詳
報
』
の
記
述
と
の
食
い
違
い
を
示
し
て
い
る
。

清
水
中
陵
長
は
、
直
ち
に
岩
谷
卒
治
曹
長
を
俸
令
と
し
て
、
盟
蓋
の
第
三
大
隊
本
部
に
汲
遣
し
た
。

O
二
二
時
五

O
分
頃
「
行
方
不
明
兵
」
志
村
菊
次
郎
二
等
兵
は
「
無
事
護
見
さ
れ
L

、

清
水
は
、
こ
の
重
大
な
事
買
を
大
隊
本
部
に
直
ち
に
報
告
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
。

中
陵
に
戻
っ
た
(
『
清
水
手
記
』
、

二
ハ
六
頁
〉
。
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し
か
し

惇
令
汲
遣
の
第
一
の
目
的
が

「
不
法
射
撃
に
つ
い
て
の
報

告
L 

(
同
前

一六
六
頁
)
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
。

O
二
三
時
五
七
、

八
分
頃

岩
谷
は
豊
蓋
に
到
着
、

一
木
大
陵
長
に
報
告
し
た
(
『
大
隊
詳
報
』
、

一四
J
一
五
頁
)
。

一
木
の
記
憶
に
よ
れ
ば
こ

の
時
、
岩
谷
か
ら
受
け
た
報
告
の
内
容
は
、

「
部
陵
は
演
習
を
や
め
て
調
べ
て
見
る
と
兵
陵
が
一
入
居
ら
ぬ
か
ら
部
陵
長
に
報
告
せ
よ
と
い
ふ

ム
ム
部
隊
長
の
命
令
で
飛
ん
で
来
た
」
(
『
朝
日
座
談
曾
』

3
、
六
月
一一一

O
日
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
清
水
手
記
』
と
は
異
な
っ

て
、
「
兵
隊
が
一
人
居
ら
ぬ
」
と
い
う
黙
が
俸
令
汲
遣
の
主
た
る
理
由
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
報
告
を
受
け
て
一
木
は
、

次
の
よ
う
に
考
え
た
。

「
私
も
射
た
れ
た
と
い
ふ
だ
け
な
ら
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
が
兵
隊
が
一
人
を
ら
ん
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
ら
一
大
事
だ
と
思
ひ
ま
し
で
す



清
水
は
と
も
か
く
、

ぐ
警
備
呼
集
を
や
る
決
心
を
と
っ
た
罪
で
あ
り
ま
す
」

一
木
大
隊
長
は
「
兵
一
名
行
方
不
明
」
の
方
を
二
大
事
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
同
前
)

〔
七
月
八
日
〕

(

3

)

 

O
零
時
噴
一
木
は
、
北
卒
の
河
漣
正
三
放
圏
長
(
出
張
中
で
不
在
〉
と
牟
田
口
聯
陵
長
に
事
件
の
「
概
要
ヲ
報
告
」
、

「
現
地
ニ
危
行
シ
戦
闘
準
備
ヲ
整
ヘ
タ
ル
後
管
長
(
産
溝
橋
ノ
)
ヲ
呼
出
シ
テ
交
渉
ス

併
せ
て
大
陸
の

「
出
動
善

慮
」
に
つ
き
意
見
を
具
申
、
こ
れ
に
射
し
て
牟
田
口
は
、

(
『
大
隊
詳
報
』
、

ヘ
シ
」

一
O
頁
)
と
命
じ
た
。

O
零
時

O
七
分
第
三
大
陵
非
常
呼
集
(
同
前
〉

O
零
時
一

O
分
北
卒
特
務
機
関
、
小
野
口
掠
圏
副
官
よ
り
事
件
に
つ
い
て
、

報
を
受
け
る
(『特
務
日
誌』
、
五
三
七
頁
)
。

「
十
八
護
」
の
「
射
撃
」
と
「
兵
一
名
行
方
不
明
」
と
の
第

一
読
」
下
達
。

松
井
太
久
郎
特
務
機
関
長
、
牟
田
口
聯
隊
長
よ
り
事
件
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
(
同
前
)
。
大
陵
命
令
「
歩
一
ノ
皿
作
命
第

「
護
砲
」
と
「
兵
一
名
ハ
行
方
不
明
ニ
シ
テ
目
下
捜
索
中
ナ
リ
」

一
O
頁
〉
と
あ
る
。

松
井
機
関
長
、
糞
察
政
務
委
員
舎
外
交
委
員
の
林
耕
字
に
劃
し
、
電
話
に
よ
り
「
事
態
拾
牧
方
を
逼
告
」

(『大
隊
詳
報
』
、

-163ー

O
零
時
二

O
分

O
零時一一一

O
分

三
七
頁
)
。

〈
『
特
務
日
誌
』
、
五

O
二
時

O
三
分

松
井
、
林
耕
字
よ
り
秦
徳
純
北
卒
市
長
の
返
事
を
受
け
る
(
同
前
)
。

松
井
、
林
耕
宇
に
射
し
、
日
中
整
方
か
ら
、
「
事
件
媛
大
防
止
」
の
た
め
代
表
を
現
地
に
涯
遣
す
る
こ
と
を
提
案
〈
同
前
〉
。

〈

4
)

一
木
大
陸
長
、
清
水
中
隊
と
西
五
里
庖
西
端
で
合
流
、

「
扶
況
ヲ
聴
取
シ
叉
聯
隊
長
ノ
意
園
、
大
隊
長
ノ
決
心
ヲ
示
シ
直

O
一
時
一

O
分

O
一
時
四
五
分

附
近
ノ
要
貼
ナ
ル
一
文
字
山
附
近
ヲ
占
領
セ
ン
ト
」

一
木
は
、
こ
こ
で
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
震
見
」
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
一
木
は
、
既
定
の
行
動
方
針
を
襲

更
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
『
大
隊
詳
報
』
、

二
頁
〉
し
た
。

357 
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「
私
の
考
へ
と
し
て
は
部
隊
長
か
ら
も
交
渉
し
ろ
と
い
ふ
命
令
を
受
け
て
来
て
ゐ
ま
す
し
叉
こ
れ
で
打
切
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
支

那
側
が
何
と
宣
侍
す
る
か
分
ら
ぬ
、
幽
旦
蓋
事
件
の
前
例
も
あ
っ
て
、
寅
包
射
撃
を
や
れ
ば
日
本
軍
は
演
習
を
や
め
て
逃
げ
て
行
く
と
い
ふ

観
念
を
彼
等
に
興
へ
る
の
は
遺
憾
だ
か
ら
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
巌
重
に
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
私
の
方
は
一
文
字
山
を
占
領
し
て
か

ら
交
渉
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
、
部
隊
は
三
時
少
し
前
に
到
着
し
ま
し
た
」

(『朝
日
座
談
舎
』

3
、
六
月
三
O
日)。

第
三
大
隊
の
「
非
常
呼
集
」
、
直
溝
橋
へ
の
出
動
の
最
大
の
根
擦
は
「
兵
隊
が
一
名
を
ら
ん
と
い
ふ
こ
と
」
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

運
く
も
二
時
過
ぎ
に
は
、
そ
の
根
擦
は
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
第
三
大
隊
は
な
お
既
定
方
針
に
基
づ
い
て
行
動
を
績
け
た
。

O
二
時
二

O
分
北
卒
特
務
機
関
も
叉
、
小
野
口
放
圏
副
官
よ
り
「
行
方
不
明
の
兵
は
無
事
な
る
こ
と
剣
明
せ
り
従
っ
て
我
軍
は
何
等
の
損
害

も
な
し
」
と
の
連
絡
を
受
け
た
。
こ
れ
で
、
放
圏
、
特
務
機
関
に
お
い
て
も
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
一
件
は
完
全
に
解
決
し
た
。
し
か
し
小
野

口
は
、
「
日
本
軍
の
演
習
を
害
し
不
法
護
砲
せ
る
は
皇
軍
に
射
す
る
最
大
の
侮
恥
な
る
を
以
て
最
小
限
度

ω師
園
長
の
謝
罪
、

ω第
三
替
の
即

時
撤
退
を
要
求
」
し
た
い
と
言
っ
た
(
『
特
務
日
誌
』
、
五
三
八
頁
)
。
こ
こ
で
、
「
不
法
護
砲
」
こ
そ
が
「
皇
軍
に
針
す
る
最
大
の
侮
恥
」
と
位
置
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「
少
な
く
と
も
一
木
大
隊
長
は
じ
め
上
層
の
人
々
は
、
中
園
兵
の
寅
弾
射
撃
よ
り
も
、
丘
(
が
一

名
い
な
く
な
っ
た
|
|
つ
ま
り
、
中
園
兵
の
弾
で
死
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
懸
念
し
、
こ
れ
が
部
隊
の
醸
戦
態
勢
を
い
ち

じ
る
し
く
早
め
た
」
(
寺
卒
忠
輔
「
日
本
破
滅
へ
の
序
曲
2

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は

政
溝
橋

・
深
夜
の
銃
撃
」

『
日
本
週
報
』
第
五
六
五
鋭

一
九
六
三
年
九
月
一
五
日
、
八
一
頁
)

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
園
側
に
射
す
る
要
求
の
根
擦
は
、
こ
こ
で
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
か
ら
「
不
法
設
砲
」

へ
と
大
縛
換
を
遂
げ
た
。

こ
う
し
て
、

四
時
二

O
分
裂
の
陸
軍
中
央
宛
の
電
報
か
ら
は
、

「
不
法
射
撃
」
の
こ
と
だ
け
が
報
告
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
開
設
表
も
そ
の
線

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
が
あ
た
か
も
首
初
か
ら
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

か
の
よ
う
に
完
全
に
消
去
さ
れ

で
統

一
さ
れ
、
七
月
九
日
の

『東
京
朝
日
』
第
一
報
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
清
水
中
隊
長
の
「
陣
中
手
記
」
も
こ
の
よ
う
な
現
地
に
お

け
る
報
道
管
制
下
で
の
産
物
と
い
え
よ
う
。

支
那
駐
屯
軍
が
、
こ
の
よ
う
な
護
表
内
容
に
統
一
し
た
の
は
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」
を
主
た
る
ロ
買
に
行
動
を
開
始
し
た
に
も
か
か
わ
ら



ず
、
そ
の
兵
士
が
わ
ず
か
二

O
分
後
に
蹄
除
し
た
こ
と
を
公
表
す
れ
ば
、
自
ら
の
剣
断
の
誤
り
と
行
動
の
強
引
さ
を
天
下
に
曝
ら
す
こ
と
に
な

り

叉

そ
の
後
の
中
園
側
に
劃
す
る
要
求
と
行
動
の

「
正
嘗
性
」

を
著
し
く
弱
め
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
が

「
不
法
射
撃
」
を
「
皇
軍
に
劃
す
る
最
大
の
侮
恥
」
と
位
置
づ
け
直
し
、
こ
れ
を
理
由
に
中
園
側
に
要
求
を

突
き
つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
。

日
本
軍
側
が
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
と
そ
の
「
護
見
」
を
公
表
す
る
の
は
、
事
件
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
の
『
朝
日
座
談
曾
』
に
お
い
て

で
あ
ろ
う
。
戦
争
は
す
で
に
績
大
の
一
途
を
辿
り
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
を
公
表
し
て
も
事
態
の
展
開
に
大
し
て
影
響
は
あ
る
ま
い
と

の
判
断
、が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
『
朝
日
座
談
舎
』
と
同
時
期
の
一
九
三
八
年
七
月
八
日
、
寺
卒
忠
輔
は
、

日
本
工
業
倶
楽
部
に
お
い
て
宜
溝
橋
事
件
に
つ
い
て

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
に
つ
い
て
は
な
お

zu 
cu 

'
i
 

の
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
寺
卒
は
「
寅
弾
射
撃
」
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
み
で
、

一
言
も
燭
れ
て
い
な
い
(
寺
卒
忠
輔

『重
溝
構
事
件
の
員
相
に
就
い
て
』
日
本
工
業
倶
楽
部
、

一
九
三
八
年
八
月
〉
。
寺
卒
は
『
朝
日
座
談
曾
』
の
出
席
者

の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
記
事
は
す
で
に
護
表
済
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
寺
卒
が
、
講
演
の
中
で
「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
に

つ
レ
て
言
及
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、

不
可
解
で
あ
る
。

洞
富
雄
「
『
丘
二
名
行
方
不
明
』
二
件
|
|
一
九
三
七
年
七
月
の
重
溝
橋
と
上
海
|
|
」
は
、
王
冷
斎
宛
卒
鯨
長
の
回
想
録
に
お
い
て
、
「
行

方
不
明
兵
」
が
「
護
見
」
さ
れ
た
こ
と
を
日
本
側
か
ら
連
絡
さ
れ
た
と
し
て
い
る
貼
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
の
根
擦
は
、
第

(

5

)

 

一
に
、
『
大
公
報
(
天
津
)』
に
は
、
七
月
九
日
の
第
一
報
か
ら
同
月
二
六
日
読
ま
で
、
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
震
見
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
見

嘗
ら
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
首
時
日
中
雨
軍
の
聞
で
取
材
に
嘗
っ
て
い
た
エ
ド
ガ
l

・
ス
ノ
ー
に
次
の
謹
言
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
日
本
軍
は
そ
の
時
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
後
に
な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
一
兵
士
が
事
寅
脱
走
し
た
の
か
ど
う
か
を
立
謹
し
よ
う
と
は
少
し
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も
し
な
か
っ
た
。
新
聞
記
者
固
と
の
禽
見
の
席
で
事
件
の
詳
細
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
時
に
も
、
こ
の
丘
(土
個
人
に
つ
い
て
は
論
ず
る
こ

と
さ
え
好
ま
ぬ
様
子
で
あ
っ
た
。
日
本
軍
は
議
論
か
ら
こ
の
男
の
こ
と
を
簡
単
に
振
り
落
し
て
し
ま
い
、
更
に
大
き
な
目
的
に
向
っ
て
突

き
進
ん
で
行
っ
た
。」

(『
ア
ジ
ア
の
戦
争』

み
す
ず
書
房、

一
九
五
六
年
、

=ニ
頁
〉

以
上
の
黙
を
踏
ま
え
て
洞
氏
は

「
最
初
、
特
務
機
関
長
は
、
行
方
不
明
兵
の
捜
索
を
ロ
貫
に
宛
卒
牒
城
へ
の
立
入
り
調
査
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
丘
ハ蹄
隊
の

通
告
が
日
本
側
か
ら
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
中
園
側
嘗
局
と
し
て
は
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
と
こ
れ
を
護
表
し
、
新
聞
も
大
々
的
に
書
き
た
て

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
二
二
頁
)

洞
氏
の
疑
問
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
中
園
側
資
料
が
、
こ
の
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
と
そ
の
「
設
見
」
の
控

過
を
ど
う
述
べ
て
い
る
か
を
見
て
ゆ
こ
う
。

直
溝
橋
事
件
に
閲
す
る
中
園
紙
の
第

一
報
は
、
七
月
九
日
附
の
翼
察
政
務
委
員
舎
機
関
紙

『
E
洲
民
報
』
の

「
衝
突
超
過」

と
同
日
附
の
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と
判
断
さ
れ
る
。

『
大
公
報
(
天
津
)
』
の
「
北
卒
通
信
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
二
つ
の
記
事
は
、
細
か
な
黙
で
相
違
も
あ
る
が
、

日
本
側
の
抗
議
の
根
擦
と
し
て
は
、
主
に
「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一ュ

l
ス
・
ソ

l
ス
は
同

い
ず
れ
も
、

一
件
の
方
を
あ
げ
て
い
る
が
、

「
行
方
不
明

丘
(
」
の
「
設
見
」
の
連
絡
を
受
け
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
亜
洲
民
報
』
等
の
第
一
報
に
先
ん
じ
て
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
地
の
第
二
九
軍
か
ら
南
京
へ
向
け
て
事
件
の
事
貫

(

6

)

 

経
過
を
俸
え
、
提
示
を
仰
ぐ
電
報
が
い
く
つ
か
渡
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
、
本
論
と
関
係
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
三
通
で
あ
る
。

①
「
翼
察
綴
靖
主
任
宋
哲
元
呈
蒋
委
員
長
報
告
日
軍
企
園
伯
領
虚
溝
橋
城
我
軍
興
其
劉
崎
中
電
L

(
七
月
八
日
、
資
辰
)

②

「
河
北
省
政
府
主
席
清
治
安
天
津
市
長
張
治
中
北
卒
市
長
秦
徳
純
報
告
宜
溝
橋
饗
起
現
伯
封
時
中
電
」

③
「
翼
察
綬
靖
主
任
宋
哲
元
上
外
交
部
報
告
宜
溝
橋
衝
突
情
形
及
交
渉
向
無
果
電
」

(
七
月
八
日
、
斉
申
)

(
七
月
八
日
、
資
戊
〉

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

の
一
件
は
、

①
(
湾
辰
H
H
八
日
午
前
七
時
J
九
時
)
に
は
ま
だ
出
て
お
ら
ず
、
②
(
斉
申
H

八
日
午
後
三
時
J
五
時
〉
に
至



っ
て
、
初
め
て
登
場
す
る
。

「
ハ
門
昨
夜
十
二
時
、

日
本
軍
一
中
隊
が
直
溝
橋
域
外
で
演
習
し
て
い
た
時
、
銃
撃
が
聞
こ
え
た
の
で
兵
を
集
め
黙
検
し
た
と
こ
ろ
、

名

絞
け
て
い
る
の
を
瑳
見
し
た
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
き
た
。
∞
日
本
の
松
井
武
官
は
、
砲
撃
は
宜
溝
橋
城
か
ら
起
こ
っ
た
と
し
、
兵
を

率
い
て
入
城
、
捜
査
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
。
」

(
二
一
一
頁
〉

③
(
棺
用
氏
H

八
日
午
後
七
時
J
九
時
)
に
な
る
と
経
過
説
明
は
、
次
の
よ
う
に
よ
り
詳
細
に
な
る
。

「昨
夜
宜
溝
橋
で
日
本
軍
と
我
が
軍
が
衝
突
し
た
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。
昨
夜
十
二
時
、

日
本
の
松
井
武
官
が
突
然
電
話
し
て
き
て
、
我

が
方
に
封
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
日
本
軍
が
昨
日
直
溝
橋
郊
外
で
演
習
中
、
突
然
銃
撃
が
聞
こ
え
た
の
で
、
直
ち
に
部
陵
を
集
合
さ

せ
て
黙
呼
し
た
と
こ
ろ
丘
二
名
が
依
け
て
い
る
の
を
瑳
見
、
護
砲
者
は
我
が
屋
溝
橋
駐
屯
部
隊
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
護

砲
兵
は
す
で
に
城
内
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
直
ち
に
入
城
し
て
捜
索
し
た
い
、
と
。
」

〈
一
二
二
頁
〉

こ
の
電
報
と
『
E
洲
民
報
』
の
記
事
と
は
、
後
者
に
は
人
名
が
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
若
干
の
補
足
が
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど

-167ー

同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
園
の
直
溝
橋
事
件
像
の
出
護
貼
は
、
こ
の
七
月
八
日
の
電
報
(
③
〉
と
推
定
さ
れ
る
。

側
、
が
電
話
し
て
き
た
理
由
は
、
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
域
内
捜
索
を
要
求
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

方
不
明
兵
」
の
「
瑳
見
」
に
つ
い
て
日
本
側
か
ら
連
絡
を
受
け
た
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
。

こ
の
電
報
で
は
、

日
本

「
戸付

七
月
九
日
の
『
直
洲
民
報
』
と
『
東
京
朝
日
』
の
事
件
第
一
報
と
を
比
較
針
照
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ

ち

『
豆
洲
民
報
』
が
、

七
月
八
日
午
前
零
時
、
松
井
機
関
長
の
電
話
の
内
容
を
詳
細
に
紹
介
し
、
そ
の
中
で
松
井
が
「
丘
二
名
行
方
不
明
」

を
理
由
に
宛
卒
豚
城
内
の
捜
索
を
要
求
し
て
き
た
と
し
て
い
る
の
に
針
し

『
東
京
朝
日』

は
、
松
井
の
要
求
と

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

件

に
つ
い
て
一
言
も
言
及
し
な
い
と
い
う
際
立
っ
た
相
違
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

日
』
が

そ
の
「
護
見
」
を
報
じ
な
い
の
は
嘗
然
で
あ
る
が

一
件
を
ド
ロ
ッ
プ
さ
せ
た
『
東
京
朝

「
瑳
見
」
を
報
じ
て
い
な
い
と
い
う
貼
で
は
『
E
洲
民
報
』
も
叉
共
通
し
て
い

「
丘
二
名
行
方
不
明
L
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た
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
、
中
園
政
府
の
撃
明
も
同
様
で
あ
り
、
叉

『
大
公
報
』
に
も
、
そ
の
後
一
年
間
、

「
行
方
不
明
兵
」

「
護
見
」
の



362 

話
は
登
場
し
な
い
。

四

『
E
洲
民
報
』
や

『
大
公
報
』
等
中
園
紙
の
ほ
と
ん
ど
は

「行
方
不
明
丘ハ
」
の
「
設
見
」
を
報
じ
な
か

っ
た
が
、
嘗
時
す
で
に
そ
の
事
貫

『
新
聞
報
(
上
海
)
』
と
『
華
美
晩
報
』
の
二
紙
で
あ
る
。

『
新
聞
報
』
は

『
申
報
』
と
並
ぶ
上
海

を
明
ら
か
に
し
て
い
た
新
聞
も
あ
っ
た
。

の
有
力
紙
で
あ
る
が
、
事
件
か
ら
一
週
間
後
の
七
月
一
五
日
、
同
紙
は
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」
の
件
は

日
本
側
の
デ
ッ
チ
あ
げ
だ
っ
た
と

し
て
次
の
よ
う
な
解
説
記
事
を
掲
載
し
た
。

「
今
回
の
日
本
側
の
出
動
理
由
は
、
七
日
夜
演
習
中
に
丘
ハ
一
名
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
デ
ッ
チ
あ
げ

の
口
買
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
兵
士
が
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、
き

っ
と
遠
く
に
逃
げ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ

一
種
こ
の
行
方
不
明
丘
一に
つ
い
て
、

い
か
な
る
理
由
で
我
が
方
が
責
任
を
と
る
べ
し
な
ど
と
誼
明
で
き
る
の
か
?
」

-168ー

ろ
う
し
、
も
し
す
で
に
射
殺
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
死
鐙
は
嘗
然
演
習
地
黙
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
在
死
践
が
ど
こ
に
も

な
い
以
上

(
前
掲

『革
命
文
献
』
第一

O
七輯、

-
O
一J
Oニ
頁
)

と
こ
ろ
が
、
翌
一
六
日
の
社
説
「
異
哉
日
本
陸
軍
首
局
之
談
話
」
で
は
、

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
蹄
隊
」
の
事
買
を
と
り
あ
げ
て
次
の
よ
う

に
言
う
。「

そ
の
後
、

日
本
側
の
言
う
行
方
不
明
の
人
物
は
す
で
に
蹄
除
し
ハ
彼
所
謂
失
縦
之
人
，
己
経
錫
際
)
、
整
方
も
叉
、
す
で
に
撤
兵
を
協
議
決

定
し
た
と
い
う
の
に
:
:
:
。
」

(
同
前
、
二
一

J
一一一

一頁
)

一
部
で
は
あ
れ
、
首
時
す
で
に
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
婦

像
」
と
い
う
こ
と
が
、
中
園
側
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

『
新
聞
報
』
が
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

『華
美
晩
報
』
は
、
上
海
で
、

ア
メ
リ
カ
人
ミ
ル
ズ

(
Z
-
P
玄
三
臼
)
に
よ
っ
て
護
行
さ
れ
て
い
た
華
字
紙
で
あ
る
。

同
紙
七
月
一
七
日
競



に
、
俳
文
『
政
間
報
(
北
卒
〉
』
記
者
が
、
七
月
八
日
午
前
九
時
に
秦
徳
純
北
卒
市
長
兼
第
二
九
軍
副
軍
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
秦
は
、
七
日
夜
半
、
支
那
駐
屯
軍
代
表
今
井
大
佐
(
松
井
大
佐
の
誤
り
で
あ
ろ
う
)
か
ら
電
話
が
あ

り
、
今
井
が
、
演
習
中
の
日
本
軍
に
向
け
て
「
流
弾
」
が
飛
来
、
兵
一
名
不
足
が
瑳
見
さ
れ
(
褒
舞
歓
少
日
兵
一
名
〉
、
宛
卒
照
城
捜
索
を
要
求

し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
と
し
、
績
け
て
今
井
と
の
や
り
と
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
し
か
し
今
井
大
佐
は
、
脅
迫
手
段
を
用
い
て
、
言
っ
た
。
も
し
、

日
本
軍
の
入
城
を
認
め
な
い
な
ら
城
を
包
圏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
、
と
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
中
日
隻
方
の
軍
陵
は
す
で
に
行
動
を
開
始
じ
て
い
た
の
で
、

日
本
側
は
隻
方
か
ら
代
表
を
出
し
て
話
し
合

行
方
不
明
の
日
本
兵
は
す
で
に
兵
営
に
戻
っ
て
い
た
(
所
敏
之
日
兵
，
業
己
返

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
人
は
入
城
し
て
調
査
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
。
今
井
大
佐
は
、
軍
陵
は
す
で

に
出
動
し
て
お
り
、
元
に
戻
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
か
ら
、
元
の
考
え
通
り
に
、
入
城
し
て
捜
索
す
る
こ
と
が
依
然
必
要
で
あ
る
、
と

そ
こ
で
中
園
側
は
、

い
を
し
よ
う
と
要
求
し
て
き
た
。
し
か
し
間
も
な
く
し
て
、

晶画〉。
言
っ
た
」

(
同
前
、

二
O
頁〉

-169ー

こ
の
記
事
は
、
松
井
太
久
郎
特
務
機
関
長
と
今
井
武
夫
武
官
と
を
取
り
違
え
て
い
る
な
ど
、
内
容
の
信
葱
性
に
一
沫
の
疑
念
が
残
る
の
を
梯

拭
で
き
な
い
が
、
そ
の
他
の
記
述
に

つ
い
て
は
、
中
園
側
の
そ
の
後
の
説
明
と
大
穫
に
お
い
て
一
致
す
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

之
日
兵
，
業
己
返
営
」
と
い
う
一
簡
で
あ
る
。
も
し
こ
の
記
事
が
、
秦
徳
純
の
言
葉
を
正
確
に
停
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秦
は
、
八
日

午
前
九
時
の
時
黙
で
こ
の
よ
う
な
護
言
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
南
京
へ
の
報
告
電
報
か
ら
、
「
震
見
」
済
み
の
事
貫
を
す
っ
か
り
絞
落
さ
せ
て

し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
兵
一
名
鋳
隊
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
、
宛
卒
豚
城
へ
の
合
同
調
査

「
所
絞

を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
劃
す
る
批
剣
を
考
慮
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

五
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「
行
方
不
明
兵
」
の
「
瑳
見
」
の
話
が
、
再
び
中
園
紙
に
登
場
す
る
の
は
、
慮
溝
橋
事
件
か
ら
一
年
自
の
一
九
三
八
年
七
月
七
日
の
『
大
公
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報

(
漢
口
)
』
紙
上
に
瑳
表
さ
れ
た
王
冷
粛
の
回
想
録

「
虚
溝
橋
事
第
四
億
録
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
王
は
、
虚
溝
橋
事
件
嘗
時
、
河
北
省
第
三

日
本
側
と
の
交
渉
に
嘗
っ
た
人
物
で
あ
る
。
王
は
、
七
月
八
日
(
一
九
三
七
年
)
午
前
二
時
頃
、
北
卒

行
政
直
督
察
専
員
粂
宛
卒
牒
長
と
し
て
、

特
務
機
関
に
赴
き
、
松
井
機
関
長
と
交
渉
し
た
と
し
て
、
そ
の
際
の
松
井
と
の
や
り
と
り
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
中
十
時
間
前

松
井
は
す
で
に
行
方
不
明
兵
士
は
蹄
隊
し
て
い
る
と
の
報
告
を
得
て
い
る
の
で
(
先
牢
小
時
松
井
己
得
報
告
謂
失
縦
日
兵
己
鴎

隊
〉
、
話
し
合
い
の
便
宜
上
(
魚
周
到
起
見
守
ど
の
よ
う
に
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
か
そ
の
情
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
っ
た
。
そ
れ
に
射
し
て
私
は
直
ち
に
反
論
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
か
は
、
そ
の
兵
士
に
尋
ね
さ
え
す
れ
ば

直
ち
に
わ
か
る
こ
と
だ
と
言
っ
た
が
、
念
の
た
め
隻
方
が
人
員
を
汲
遣
す
る
の
も
よ
し
と
し
た
。
」

王
の
こ
の
回
想
が
事
質
だ
と
す
れ
ば
、
王
ら
中
園
側
代
表
は
、
八
日
午
前
二
時
頃
に
は
、
松
井
か
ら
「
行
方
不
明
兵
L

の
「
婦
像
」
を
知
ら

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
側
の
宛
卒
豚
城
調
査
要
求
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
車
に
「
便
宜
上
」

に
す
ぎ
な
レ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
の
回
想
を
事
貫
と
す
れ
ば
、

八
日
午
前
二
時
の
時
貼
で
、

日
本
側
の
宛
卒
豚
城
捜
索
要
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求
の
根
擦
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
行
方
不
明
兵
」
捜
索
か
ら
「
行
方
不
明
」
の
原
因
調
査
に
大
き
く
出
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
読
明

の
仕
方
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
華
美
晩
報
』
の
祉
読
に
逼
ず
る
も
の
が
あ
る
。

(

7

)

 

王
冷
粛
の
回
想
録
は
、
秦
徳
純
の
い
く
つ
か
の
回
想
録
や
謹
言
と
並
ん
で
、
中
園
に
お
い
て
は
慮
溝
橋
事
件
研
究
上
依
援
す
べ
き
史

王
は
、
こ
の
『
大
公
報
(
漢
口
〉
』
の
回
想
録
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
多
く
の
謹
言
を

さ
て
、

料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、

蔑
し
て
お
り
、
そ
の
上
、

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
設
見
」

一
件
に
限
っ
て
も
、
そ
の
謹
言
内
容
に
は
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、

一
貫
性
に
絞
け

る
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、

王
の
残
し
た
八
篇
の
回
想
録
と
謹
言
の
中
で
、

「
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
か
ま
ず
は
整
理
し
て
お
こ
う
。
八
篇
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
「
虚
構
橋
事
費
回
憶
録
」

②

「
七
七
回
憶
録」

(
『
大
公
報
(
漢
口
〉
』
一
九
三
七
年
七
月
七
日
)

(
『
抗
戦
建
園
第
一
年
』
七
七
書
庖
、

一
九
三
八
年
八
月
、

『
中
園
近
代
史
論
叢
』
第

一
輯
第
九
朗
、
正
中
書
局
、

一
九
五
六
年
〉



③
「
虚
溝
橋
事
件
紀
事
詩
」
注
(
一
九
四
四
年
?

中
園
人
民
政
治
協
商
曾
議
北
京
市

費
曾
文
史
資
料
研
究

室
倉
編

玉
冷
費
著
『
虚
溝
橋
抗
戦
記

事
』
時
事
出
版
社
、

-
九
八
七
年
)

④
「
宜
溝
橋
事
件
貫
録
」

(
『
極
東
園
際
軍
事
裁
剣
記
録
』
第
一
巻
第
四
二
説
、

一
九
四
六
年
八
月
六
日
)

⑤
極
東
園
際
軍
事
裁
判
に
お
け
る
謹
言
(
同
前
、
第
四
二
、
四
三
鋭
、

⑥
「
『
七
七
』
十
周
年
|
|
劫
後
直
溝
橋
巡
瞳
」

⑦
「
直
溝
橋
事
饗
始
末
記
|
|
遺
稿
」

一
九
四
六
年
八
月
六
、
七
日
)

(
『
大
公
報
(
天
津
〉
』
一
九
四
七
年
七
月
七
日
〉

(
中
園
人
民
政
治
協
商
曾
議
北
京
市
委
員
曾
文
史
資
料
編
韓
委
員
舎
編
『
文
史
資
料
選
編
』
第
二
韓
、

一
九
七
九

年
五
月
)

⑤
「
庫
溝
橋
事
繁
始
末
」

〈
中
園
人
民
政
協
文
史
資
料
研
究
委
員
曾
『
七
七
事
幾
』
編
審
組
編
『
七
七
事
獲
』
中
園
文
史
出
版
社
、

一
九
八
六
年
)

こ
こ
で
右
の
回
想
と
謹
言
を
、
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
(
錫
隊
〉
を
日
本
側
か
ら
知
ら
さ
れ
た
か
否
か
、
知
ら
さ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ

は
い
つ
か
、
と
い
う
貼
に
注
目
し
て
見
て
ゆ
こ
う
。
①
「
庫
溝
橋
事
第
四
億
録
」
は
、
先
述
の
逼
り
七
月
八
日
午
前
二
時
頃
、
北
卒
特
務
機
関
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に
お
い
て
、
松
井
太
久
郎
機
闘
長
か
ら
「
行
方
不
明
丘
ハ
」
の
「
婦
像
」
を
知
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
②
「
七
七
回
憶
録
」
は
、
①
を
輔
載
牧

録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
①
で
「
先
牢
小
時
松
井
己
得
報
告
謂
失
雌
日
兵
己
鯖
隊
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
②
で
は
「
嘗
就
本
案
輿
松
井
己

得
報
告
調
失
雄
日
兵
現
己
蹄
陵
」
と
な
っ
て
い
て
、
字
句
の
絞
落
が
あ
る
が
、
事
責
関
係
と
し
て
は
同
一
の
絞
述
と
み
て
よ
い
。

③
「
麗
溝
橋
抗
戦
紀
事
詩
」
注
に
は
、
「
こ
れ
は
、
嘗
時
私
が
事
件
を
記
録
し
た
作
品
で
あ
り
、
今
日
ま
で
七
年
:
:
:
」
〈
一
一
六
頁
〉
と
あ
る

の
で
「
紀
事
詩
」
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
三
七
年
七
月
頃
、
「
注
」
は
一
九
四
四
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
「
紀
事
詩
」
は
五

O
首

を
牧
め
る
が
そ
の
第
九
首
は
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

燃
犀

一
照
己
分
明

犀
を
燃
や
し
て
一
照

す
で
に
分
明
な
り

容
忍
都
因
在
耳
争

容
忍
す
る
は

都
て
因
り
て
争
を
耳
む
る
に
在
り
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得
寸
翻
数
思
準
尺

寸
を
得
ば

翻
っ
て

尺
を
進
め
ん
と
思
ひ
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更
愚
強
力
迫
開
城

更
に
強
力
に
湿
り
て

開
城
を
迫
ら
数
め
ん

」
の
詩
に
王
は
、
次
の
よ
う
な
注
を
附
し
て
い
る
。

「
こ
の
時
松
井
は
、

報
告
を
得
て
、

失
院
し
た
日
本
兵
は
す
で
に
蹄
陵
し
た
と
言
っ
た
(
是
時
松
井
己
得
報
告
，
謂
失
際
日
丘
ハ
業
己
院
隊
・
:

-・・)。」

「
是
時
」
や
場
所
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
松
井
と
の
話
し
合
い
と
い
う
黙
か
ら
①
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
王
は
、

一
九
三
八
年
か
ら
四
四
年
ま
で
の
問
、
七
月
八
日
午
前
二
時
頃
、
松
井
か
ら
「
行
方
不
明
丘
ハ
」
の
「
開
陵
」
を
知
ら
さ
れ
て
い
た

と
の
謹
言
を
重
ね
て
い
た
。

一
九
四
五
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
翌
四
六
年
五
月
、
東
京
裁
判
(
極
東
園
際
軍
事
裁
剣
)
が
始
ま
っ
た
。

園
人
謹
人
と
し
て
ま
ず
秦
徳
純
が
、
同
年
七
月
一
一
一
一
日
J
二
五
日
の
四
日
間
、
績
い
て
王
冷
驚
が
八
月
六
日

t
七
日
の
二
日
間
、
謹
言
蓋
に
立

慮
溝
橋
事
件
関
係
の
中

日
〉
の
中
で
、

っ
た
。
秦
は
、
そ
の
「
宣
普
口
供
室
百
」
で
あ
る
「
『
七
七
』
事
饗
紀
貫
」

七
月
九
日
朝
、
松
井
機
関
長
か
ら

(
『
極
東
園
際
軍
事
裁
剣
速
記
録
』
第
一
巻
第
三
一
一
抗
、

一
九
四
六
年
七
月
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「
失
院
中
ノ
兵
隊
モ
己
ニ
探
シ
嘗
テ
タ
ノ
デ
、
卒
和
的
解
決
ヲ
魚
ス
コ
ト
ガ
出
来
ル
」

(
七
頁
)

と
の
連
絡
を
受
け
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
先
に
紹
介
し
た
『
華
美
晩
報
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
で
、
秦
徳
純
が
七
月

八
日
午
前
九
時
、
往
訪
の
記
者
に
劃
し
て
「
所
依
之
日
丘
つ
業
己
返
営
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
と
相
違
す
る
。

こ
の
黙
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
お
き
た
い
の
は
、

王
冷
粛
の
④
「
宜
溝
橋
事
件
貫
録
」
に
は
、

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
設
見
」

に
つ
い
て
の
蝕
述
が

一
切
な
い
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

王
は
、

自
ら
の

「
宣
誓
口
供
書
」
、

す
な
わ
ち
「
宜
溝
橋
事

件
貫
録
」
の
中
で
秦
徳
純
の
「
『
七
七
』
事
蟹
紀
賞
」
を
、
「
記
載
ス
ル
鹿
ハ
、
事
貫
一
一
シ
テ
、
員
貫
ナ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
」
(
一
六
頁
〉
と
稽
讃
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
以
上
、
自
ら
の
記
述
も
秦
徳
純
の
そ
れ
と
一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
自
己
の
記
憶

と
違
う
こ
と
を
書
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
結
局
、
東
京
裁
剣
で
は
「
行
方
不
明
丘
亡
の
「
護
見
」
に
つ
い
て
の
言
及
を
回
避
し
た
も
の
と
推
測



さ
れ
る
。

た
だ
し
、
東
京
裁
判
で
は
、
こ
の
貼
に
関
し
て
は
検
察
、
捧
護
圏
整
方
共
闘
心
を
示
さ
ず
、
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
一
年
後
、

一
九
四
七
年
七
月
七
日

八
日
の
『
大
公
報
(
天
津
)
』
は

王
冷
驚
の
⑤
「
『
七
七
』
十
周
年
感
想
|
|
劫

後
直
溝
橋
巡
瞳
」
を
護
表
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
王
は
、
三
八
年
の
回
想
録
の
立
場
に
戻
り
、

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
諦
陵
」
に
つ
い
て
再
び

次
の
よ
う
に
語
る
。

「
い
わ
ゆ
る
丘
二
名
行
方
不
明
と
は
、
日
本
軍
が
握
造
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宜
溝
橋
準
攻
の
ロ
貫
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
嘗
時

私
が
日
本
側
と
交
渉
し
て
い
た
時
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
こ
と
が
剣
明
し
、
日
本
側
も
叉
、
そ
の
行
方
不
明
兵
は
す

で
に
捜
し
あ
て
鯖
隊
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
〈
己
剣
明
並
無
其
事
，
日
方
己
承
認
該
失
雌
之
兵
業
己
覚
得
隠
隊
)
」

の
で
あ
り
、

し
か
も

「
こ
の
交
渉
経
過
は
、
私
は
内
地
で
す
べ
て
す
で
に
報
告
し
て
お
い
た
(
此
項
交
渉
経
過
，
我
在
内
地
均
己
報
告
〉
」

と
述
べ
、

「
蹄
除
」
の
件
に
つ
い
て
は
上
紐
機
関
へ
の
報
告
も
済
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
東
京
裁
剣
か
ら
す
で
に
一
年
経
過
し
、
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自
園
の
新
聞
へ
の
寄
稿
と
い
う
気
易
さ
も
あ
っ
て
、
元
の
主
張
へ
と
四
時
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
「
鹿
溝
橋
事
愛
始
末
記
|
|
遺
稿
」
と
③
「
宜
溝
橋
事
愛
始
末
」
と
の
聞
に
は
、
若
干
相
違
も
見
ら
れ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
王
冷
資
死
後
三
九
六
O
年
)
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
王
の
関
係
者
に
よ
っ
て
整
理
・
補
-
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

資
料
①
J
@
は
、
王
の
自
筆
の
も
の
で
あ
る
が
、
⑦
、
⑤
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
黙
に
留
意
し
つ
つ
、
「
丘
二
名
行
方

不
明
」
一
件
に
つ
い
て
、
「
直
溝
橋
事
第
始
末
記
」
が
ど
う
書
い
て
い
る
か
見
て
お
こ
う
。

「
九
日
午
前
四
時
、
私
は
北
卒
か
ら
次
の
よ
う
な
電
話
を
受
け
と
っ
た
。
日
本
の
松
井
機
関
長
は
、
行
方
不
明
だ
っ
た
日
本
兵
は
す
で
に

護
見
さ
れ
た
の
で
、
現
在
は
卒
和
的
に
解
決
で
き
る
:
:
・
」

(
四
五
頁
)

九
日
読
は
、
秦
徳
純
「
『
七
七
』
事
愛
紀
貧
」
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は

「
九
日
午
前
四
時
」
と
時
刻
も
特
定
さ
れ
て
い

367 

る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
王
の
回
想
と
食
い
違
う
も
の
で
あ
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
(
資
料
⑤
に
は
関
連
夜
言
が
な
い
て

七
月
七
日
J
八
日
の
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
(
鋳
隊
〉
の
件
に
閲
し
て
は
、

王
冷
粛
は
数
多
く
の
文
章
や
詩
(
及
び
詩
注
)
の
中
で
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
は
、
七
月
八
日
午
前
二
時
頃
、
松
井
機
関
長
か
ら
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
を
聞
い
た
と
す
る
も
の
(
①
、
②
、
③
、
⑤
〉

第

t主

七
月
九
日
午
前
四
時

と
す
る
も
の
(
⑦
、
⑤
)

第
三
は
、

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
も
の
(
④
、
⑤
)

以
上
の
中
で
、

王
冷
寵
加
が
時
期
的
に
最
も
早
く
か
ら
、
叉
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
た
の
が
第
一
の
読
で
あ
る
。

_._ 
J、

王
冷
粛
は

の
「
鯖
陵
」
を
知
ら
さ
れ
た
と
謹
言
し
て
い
る
が
、
こ
の

『
特
務
日
誌
』
等
日
本
側
文
献
と
照
合
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
王
の
「
宜
溝
橋
事
愛
回
憶
録
」
の
内
、
次
の
二
黙
を
確
認
し
て
お

「
七
月
八
日
午
前
二
時
頃
」
、

松
井
機
関
長
か
ら
「
行
方
不
明
兵
」
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黒占き
た
い
。

①
王
が
、
松
井
機
関
長
と
北
卒
特
務
機
関
で
舎
談
し
た
の
は
七
月
八
日
「
午
夜
二
時
左
右
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

②
そ
の
時
、
同
席
し
て
い
た
の
は
「
外
委
主
席
貌
宗
齢
、
委
員
孫
潤
字
、
専
委
林
耕
字
、
綴
署
交
通
副
慮
長
周
永
業
、

日
特
機
関
長
松
井
、

願
間
模
井
」
で
あ
っ
た
。

第

一
に
、

①
に
閲
し
て
で
あ
る
が
、

『
特
務
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
松
井
が
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
の
報
告
を
受
け
た
の
は
「
七
月
八

日
午
前
二
時
二

O
分」、

小
野
口
聯
陵
副
官
か
ら
の
電
話
連
絡
に
よ
る
。

と
す
れ
ば

王
が
松
井
か
ら
そ
の
事
寅
を
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
早
く

て
「
午
前
二
時
二

O
分
」
以
降
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
②
に
関
し
て
で
あ
る
が

『
特
務
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
説
ら
の
特
務
機
関
到
着
の
時
刻
(
七
月
八
日
午
前
〉
は
、
二
時
二
五
分
H
競

宗
瀞
、
孫
潤
字
、
三
時

O
O分
H
周
永
業
、
三
時
一

O
分
H
樫
井
徳
太
郎
顧
問
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
樫
井
も
同
席
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、



『
特
務
日
誌
』
の
記
載
通
り
と
す
れ
ば
、

王
と
松
井
の
曾
見
時
刻
は
「
二
時
左
右
」
で
は
な
く

コ
ニ
時
一

O
分
」
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。

第
三
に
、

『
特
務
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
王
ら
調
査
圏
が
宛
卒
勝
城
に
向
け
て
出
設
す
る
の
は
、
午
前
「
三
時
三
五
分
」
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
『
特
務
日
誌
』
の
記
載
を
前
提
に
す
れ
ば
、
王
が
松
井
と
舎
見
し
た
の
は
、
七
月
八
日
午
前
三
時
一

O
分
か
ら
三
五
分
ま
で
の
聞
で
、

こ
の
わ
ず
か
二
五
分
の
聞
に
、
王
は
松
井
と
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
と
い
う
大
エ
ュ

I
ス
を
踏
ま
え
、
激
し
い
鷹
酬
の
末
、
宛
卒
鯨
城

の
合
同
調
査
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
『
特
務
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
一
時
四
五
分
に
「
(
松
井
〉
機
関
長
は
支
那
側
及
日
本

側
の
代
表
者
を
現
地
に
波
遣
し
事
件
機
大
防
止
に
努
力
す
る
様
懲
愚
せ
り
」
と
し
、
す
で
に
こ
の
時
貼
で
、
日
中
合
同
の
代
表
圏
の
現
地
涯
遣

の
方
針
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
三
時
三
五
分
の
「
日
支
代
表
現
地
に
赴
く
」
と
し
て
貫
行
に
移
さ
れ
た
、
と
い
う
流
れ
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
録
に
よ
れ
ば
、

王
が
特
務
機
闘
を
訪
れ
た
の
は
、
代
表
の
一
人
と
し
て
宛
卒
勝
城
へ
行
く
た
め
で
あ
り
、

王
の
回
想
と
は
異
な
っ
て
、
特

-175ー

務
機
関
で
の
松
井
と
の
話
し
合
い
の
結
果
、
合
同
調
査
圏
涯
遣
を
受
諾
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

王
冷
賢
「
直
溝
橋
事
愛
回
憶
録
」
は
、
自
ら
の
「
嘗
時
の
メ
モ
(
蛍
時
的
筆
記
ど
に
よ
っ
て
書
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
『
特
務
日
誌
』
と

の
照
合
の
結
果
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
王
の
こ
の
回
想
記
を
歴
史
の
史
料
と
し
て
用
い
る
に
は
、
慎
重
な
手
績
き
を
経
る
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

七

王
冷
粛
の
回
想
記
に
問
題
貼
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
松
井
が
王
ら
に
「
行
方
不
明
丘
ハ」
の
「
護
見
」
を
告
げ
た

と
い
う
可
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
叉
早
急
に
過
ぎ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
王
が
松
井
と
曾
っ
た
時
、
松
井
、
棲
井

等
日
本
側
代
表
は
、
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
婦
像
」
と
い
う
重
大
ニ
ュ
ー
ス
を
知
っ
て
い
た
。
王
冷
索
、
秦
徳
純
等
中
園
側
関
係
者
の
回
想
録
、

369 

そ
れ
に
『
上
海
報
』

『
華
美
晩
報
』
等
に
も
、
こ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
一
方
で
、
確
か
に
『
特
務
日
誌
』
も
「
大
隊
詳
報
」
も
、
叉
、
寺
卒
忠
輔
『
藍
溝
橋
事
件
』
〈
讃
賀
新
聞
位
、

者
の
回
想
録
も
、

一
九
七
O
年
)
等
事
件
関
係

「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
と
い
う
事
買
は
明
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
中
園
側
に
知
ら
せ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
全
く

燭
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
寺
卒
の
こ
の
回
想
録
に
は
、
注
意
し
て
讃
む
と
、

記
述
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

北
卒
の
張
允
策
邸
で
刷
り
上
っ
た
ば
か
り
の

(
8
)
 

(
七
月
九
日
抗
)
を
林
耕
字
か
ら
見
せ
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
寺
卒
は
域
内
に
入
っ
て
兵
を
捜
索
す
る
意
見
を
堅
持
し
て
譲
ら
ず
」

七
月
八
日
夜

一
二
時
、

寺
卒
は

日
本
側
が
中
園
側
に
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な

『
臣
洲
日
報
』

(
四
三
九
頁
)

と
あ
る
の
を
見
つ
け
、
林
を
難
詰
し
て

「
私
も
棋
井
顧
問
も
、
す
で

に
設
見
さ
れ
た
と
知
っ
て
い
る
兵
の
捜
索
な
ど
要
求
し
た
事
買
は
ま
っ
た
く
な
い
」

と
言
い
、
林
に
謝
罪
さ
せ
た
と
言
う
。
そ
し
て
『
E
洲
日
報
』
の
責
任
者
の
林
が
、
こ
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
た
い
き
さ
つ
を
あ
れ
こ
れ
捻

(
同
前
〉

量
し
てか

も
し
れ
な
い
L

(
同
前
)

-176ー

「
強
い
て
善
一
一
意
に
解
四
押
す
れ
ば
、
林
耕
字
は
志
村
一
等
兵
が
二
十
分
後
に
護
見
さ
れ
た
あ
の
事
買
を
、
あ
る
い
は
聞
き
洩
ら
し
て
い
た
の

と
書
い
て
い
る
。
寺
卒
の
こ
の
絞
述
に
従
え
ば
、

日
本
側
は
す
で
に
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
を
中
園
側
に
知
ら
せ
て
お
い
た
は
ず
な
の

に
、
そ
の
事
買
を
聞
い
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
、
寺
卒
ら
が
宛
卒
腕
城
に
到
着
し
た
時
黙
で
も
な
お
か
っ
、
そ
の

「
行
方
不
明
兵
」

捜
索
の
た
め
豚
城
準
入
を
要
求
し
た
な
ど
と
書
く
と
は
ケ
シ
カ
ラ
ン
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
寺
卒
が
、
自
分
が
俸
え
た
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
、
日
本
側
は
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
を
中
園
側
に
通
告
済
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
寺

卒
の
書
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
林
耕
字
の
方
も
寺
卒
か
ら
抗
議
さ
れ
、
謝
罪
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
彼
の
方
も
「
行
方
不

明
兵
」
の
「
設
見
」
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
少
な
く
と
も
寺
卒
か
ら
見
て
、
林
耕
字
は
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
判
断
さ
れ
る
紋
況

に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
寺
卒
は
、
こ
の
問
答
に
関
連
し
て
、
松
井
機
関
長
も
城
内
捜
索
な
ど
要
求
し
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
松
井
の
言
葉
を



紹
介
し
て
い
る
。

「
兵
は
域
外
の
演
習
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
武
力
を
も
っ
て
域
内
を
捜
索
さ
せ
る
な
ど
、

そ
ん
な
無
茶
な
事
は
常
識

で
考
え
た
っ
て
い
え
る
道
理
は
な
い
。

こ
れ
は
連
絡
を
取
り
次
い
だ
林
耕
字
が
、
現
地
の
情
況
を
わ
き
ま
え
ず
、
と
っ
さ
に
そ
ん
な
ふ
う
に
デ
ッ
チ
上
げ
、
そ
れ
を
奏
徳
純
に

報
告
し
た
か
、
あ
る
い
は
秦
徳
純
自
身
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
作
矯
し
た
か
の
何
れ
か
に
違
い
な
い
。

私
は
林
耕
字
に
封
し
、
事
件
の
員
相
調
査
と
、
衝
突
防
止
の
た
め
、
人
を
現
地
に
涯
遣
さ
れ
た
い
と
電
話
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
兵
の

捜
索
な
ど
要
求
し
た
事
責
は
全
然
な
い
。
:
:
:
」
(
四
三
八
頁
〉

松
井
の
こ
の
説
明
と
『
特
務
日
誌
』
と
を
照
合
し
て
み
る
と
、
七
月
八
日
午
前
零
時
三

O
分
の
一
回
目
の
電
話
内
容
と
一
時
四
五
分
の
二
回

一
回
目
の
時
は
、
松
井
は
林
に
射
し
「
直
に
事
態
拾
枚
方
を

『
特
務
回
一
一
日
ど
で
は
、

-177-

自
の
電
話
内
容
と
を
一
つ
に
し
て
い
る
こ
と
、
が
わ
か
る
。

通
告
せ
ら
れ
た
り
」
と
言
い
、

「
支
那
側
及
日
本
側
の
代
表
者
を
現
地
に
涯
遣
し
事
件
披
大
防
止
に
努
力
す
る
様
懇
意
せ

つ
ま
り
、
「
兵
は
域
外
の
:
:
:
秦
徳
純
自
身
:
:
:
何
れ
か
に
違
い
な
い
」
の
部
分
は
一
回
目
、
「
私
は
林

耕
字
に
封
し
:
:
:
事
責
は
全
然
な
い
」
は
二
回
目
の
電
話
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一
回
目
の
電
話
の
「
事
態
拾
枚
方

を
通
告
せ
ら
れ
た
り
」
と
は
徐
り
に
素
気
な
い
記
述
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
中
園
側
の
記
述
、
た
と
え
ば
「
糞
察
綴
靖
主
任
宋
哲
元
上

外
受
部
報
告
直
溝
橋
衝
突
情
形
及
交
渉
向
無
果
電
」
や
『
直
洲
民
報
』
『
大
公
報
』
の
事
件
の
第
一
報
の
方
が
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
午
前
零
時
三

O
分
J
一
時
四
五
分
の
時
貼
で
の
松
井
の
最
大
関
心
事
は
、
「
行
方
不
明
兵
」
が
ど
こ
に
い

っ
た
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
設
見
で
き
る
の
か
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
も
彼
は
、

二
回
目
の
時
は
、

り
」
と
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
行
方
不
明
」
に
は
第
二
九

軍
が
闘
興
し
て
い
る
と
の
前
提
で
、
林
に
劃
し
て
電
話
を
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
『
特
務
日
誌
』
に
は
「
事
態
拾
枚
方
」
「
事
件
披
大
防
止
」

そ
の
時
黙
で
の
最
大
関
心
事
で
あ
っ
た
「
丘
二
名
行
方
不
明
」
に
関
す
る
追
及
と
兵
士
「
褒
見
」
の
た
め
の
要
求
内
容
に
つ
い
て

か
え
っ
て
疑
問
を
生
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
あ
る
が
、

371 

何
も
崩
れ
て
い
な
い
の
は
、
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以
上
の
貼
は
さ
て
措
く
と
し
て
も
、
寺
卒
の
書
き
方
は
、

「
行
方
不
明
兵
」
を
捜
索
中
(
寅
際
は
、
首
一
該
兵
は

「
婦
除
」
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
知

ら
ず
に
捜
索
中
)
の
段
階
で
の
松
井
の
言
動
と
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
後
の
宛
卒
勝
城
に
お
け
る
寺
卒
の
言
動
に
関
す
る
『
亜
洲
民
報
』

記
事
と
を
区
別
せ
ず
、

一
緒
に
し
て
否
定
し
去
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

む

す

び

資
料
の
存
在
朕
況
に
制
約
さ
れ
て
、

や
や
推
論
に
推
論
を
重
ね
て
き
た
感
を
菟
れ
え
な
い
が
、
こ
こ
で
一
腰
の
ま
と
め
を
記
し
て
お
き
た

し、。
第
一
に
、

日
本
側
は

「
行
方
不
明
兵
」
が
二

O
分
後
に
す
で
に

「
護
見
」
(
餓
除
〉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
買
を
直
ち
に
は
公
表
し
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は

事
件
か
ら
一
年
後
の

「
童
溝
橋
事
件
一
週
年
回
顧
座
談
曾
」

(
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
年
六
月

。。
弓

d
T
ム

二
八
日
J
七
月
八
日
)
に
お
い
て
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
中
園
側
が
、

日
本
側
か
ら
「
行
方
不
明
兵
」
の
「
護
見
」
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
て
い
た
か
否
か
、
受
け
て
い
た
と
す
れ
ば
い
つ

の
こ
と
か
、
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
種
々
の
意
見
が
あ
る
。
中
園
紙
の
一
部
に
は
、
嘗
時
か
ら
こ
の
こ
と
を
報
じ
て
い
た
も
の
が
少
数
だ
が
あ

し
か
し
、
こ
の
件
が
中
園
で
一
般
化
す
る
の
は
、
同
じ
く
事
件
か
ら
一
年
後
、
す
な
わ
ち
王
冷
粛
「
宜
溝
橋
事
第
四
憶
録
」
(
『
大
公
報

っ
た
。

(
漢
口
)
』
{
九
三
八
年
七
月
七
日
)
に
お
い
て
で
あ
る
。

第
三
に
、

王
冷
粛
の
回
想
録
は
多
種
あ
り
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
異
同
が
見
ら
れ
る
。

「
直
溝
橋
事
饗
回
憶
録
」
は
、
そ
の
中
で
は
史
料
的

債
値
と
し
て
最
も
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
日
本
側
文
献
と
照
合
し
た
場
合
、

い
く
つ
か
の
疑
問
黙
が
残
る
。

第
四
に
寺
卒
忠
輔
の
回
想
に
は
七
月
八
日
午
前
、
中
園
側
に
謝
し
て
「
行
方
不
明
丘
ハ
」
の

「
設
見
」
を
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
記

速
が
見
ら
れ
る
。

直
溝
橋
事
件
と
い
う
大
事
件
の
中
で
寸
丘
二
名
行
方
不
明
」

一
件
は
、
小
さ
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
、
七
月
七
日



間
違
い
な
い
。

--
eR-

J
J
ふ
J

夜
の
い
わ
ゆ
る
「
第
一
設
」
か
ら
翌
朝
の
本
格
的
交
戦
朕
態
に
突
入
し
て
ゆ
く
過
程
を
解
明
す
る
上
で
一
つ
の
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

た
と
え
ば
第
二
九
軍
の

「
戦
闘
詳

日
本
側
の
「
戦
闘
詳
報
」
や
『
特
務
日
誌
』
に
封
臆
す
る
よ
う
な
中
園
側
史
料
、

決
め
手
と
な
る
史
料
が
不
足
し

宛
卒
公
署
の
公
式
文
書
等
の
類
が
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
(
存
在
の
有
無
も
不
明
〉
、

報
」
や
糞
察
政
務
委
員
舎
、

て
い
る
。
関
係
史
料
の
い
っ
そ
う
の
護
掘
、
公
表
が
待
た
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
直
溝
橋
事
件
研
究
の
現
紋
で
あ
る
。

詰(
1
〉
「
虚
溝
橋
」
で
統
て
た
だ
し
引
用
文
は
原
文
通
り
。

(

2

)

初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
等
は
、
清
水
節
郎
手
記
・
秦
郁
彦
編
「
麓
溝
橋

事
件
|

|
七
月
七
日
夜
か
ら
八
日
夜
ま
で
|
|
」
(『
ア
ジ
ア
研
究
』
第

三
巻
第
四
鋭
、
一
九
五
七
年
三

(

3

)

牟
田
口
は
、
『
朝
日
座
談
舎
』

5

(
七
月
二
日
〉
で
は
「
午
後
十
一

時
五
十
分
電
話
で
演
習
中
の
部
隊
が
支
那
軍
か
ら
射
撃
を
受
け
た
旨
の

報
告
が
あ
り
」
と
「
射
撃
」
の
こ
と
の
み
あ
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦

後
書
い
た
も
の
の
中
で
は
、
一
木
か
ら
の
電
話
の
内
容
を
「
・
:
寅
揮

の
射
撃
を
う
け
た
。
す
ぐ
に
人
員
検
査
し
た
と
こ
ろ
兵
隊
が
足
ら
ぬ
、

い
ま
捜
索
中
で
あ
り
ま
す
」
(
牟
回
口
廉
也

「日
支
事
愛
勃
援
の
員

相
謎
に
包
ま
れ
た
重
溝
橋
事
件
」
(
『
丸
』
臨
時
増
刊
、
一
九
五
六
年

一
一
一
月
、
-
四
三
頁
〉
と
し
、
「
兵
隊
が
足
ら
ぬ
」
こ
と
に
燭
れ
て
い

た
と
し
て
い
る
。

(

4

)

『
朝
日
座
談
品
目
』
3

(
六月一一一

O
日
)
の
一
木
の
設
言
で
は
、
「
産

溝
橋
の
砂
取
り
場
」
で
、
時
刻
は
「
八
日
午
前

一
時
過
ぎ
頃
」
と
な
っ

て
い
る
。
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(

5

)

嘗
時
、
洞
氏
宅
に
迭
ら
れ
て
き
た
最
後
の
続
と
い
う
。

〈

6
)

い
ず
れ
も
、
中
園
園
民
営
冊
中
央
委
員
禽
黛
史
委
員
舎
編
『
革
命
文
献

第一

O
七
輯
虚
溝
橋
事
第
史
料
(
下
肪
〉
』
(
中
央
文
物
出
版
社
、
一

九
八
六
年
、
=
二

J
二
二
頁
〉
所
枚
。

(

7

)

「『
七
七
』
事
境
紀
賞
」
の
他
、
東
京
裁
剣
で
の
「
陳
述
」
(
『極
東

園
際
軍
事
裁
判
速
記
録
』
第
{
巻
第
三
一
競
J
三
五
続
、
一
九
四
六
年

七
月
一
一
二
日

i
二
五
日
)
、
「
七
七
麓
溝
橋
事
費
経
過
」
(
『停
記
文
義
』

第
一
巻
第
一
期
、
一
九
六
二
年
六
月
)
、
『
海
滋
談
往
』
(
-
九
六
二

年
、
の
ち
『
自
立
晩
報
』

一
九
六
二
年
一
二
月
一
-
日
|
六
三
年
二
月

一
一
六
日
に
掲
載
可
『
秦
徳
純
回
憶
録
』
(
侮
記
文
忽
一
出
版
社
、
-
九
八

一
年
)
等
。

(

8

)

寺
卒
忠
輔
「
日
本
破
滅
へ
の
序
曲
9

慮
溝
橋
事
件
・
そ
の
夜
の
不

憧
腕
大
交
渉
」
(
『
日
本
週
報
』
第
五
七
一
鋭
、
一
九
六
四
年
八
月
一
日
、

七
九
頁
)
に

「
至
今
度
四
時
許
到
達
宛
卒
際
署
寺
卒
品
川
堅
持
日
軍

須
入
城
捜
査
:
:
:
」
と
原
文
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
亜
洲
民
報
』

記
事
の
嘗
一
該
部
分
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
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AN INQUIRY INTO THE INCIDENT AT LU GOU QIAO 盧溝橋

　　　　　

―Concerningthe“MissinffSoldier”Problem―

　　　　　　　　　　　　　

Yasui Sankichi

　　

The degree of explanation ｇｉ゛en,regarding the sequence of events,

in the Lu Gou Qiao 盧溝橋incident (July, 1937) seems to be inferior to

that given in the Liu Tiao Hu 柳條湖incident (September, 1931). Even

to-day, many parts of the instigating incidents, i. e. the so-called “First

Shot problem” and the “Missing Soldier” incident remain unclear｡

　　

This paper will focus mainly on the “Missing Soldier” incident, but

will do this from three different positions. Firstly, from the Japanese

side. It will be revealed that it was one year after the occurrence of

this incident that　an　ｏ伍cial　announcement, regarding the　facts, was

made. This paper will inquire into why the details were only released

one year after the actual events.　Secondly･ the Chinese side.　Regarding

the “discovery” of the “missing soldier", it will be shown that, with the

exception of one or two newspapers, it was only after one year that this

fact was reported. The reasons　for this will be followed-up. Thirdly,

the differences between these t゛o sides will be clarified by referring to

various °ｅ°oirs of Wang Lengzhai 王冷斎, the governor of Wan Ping

county宛平蒜ａt the time of the incident, and by referring to“affidavits”

etc. presented at the Tokyo War Crimes Trial. Also some documents

held by the Japanese will be verified and some problem areas　in the

historical records will be pointed out.

－６
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